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栃木県の給与・定員管理等について

１ 総括

(1) 人件費の状況（平成18年度普通会計決算）

（参考）人件費の内訳 教育費 160,775,958 千円

警察費 34,869,945 千円

上記以外 47,338,675 千円

※１ 人件費には、職員の給与、特別職の報酬、年金等を含む。

※２ 普通会計は、一般会計と特別会計（県営林事業特別会計）を合算したものである。

(2) 職員給与費の状況（平成18年度普通会計決算）

※１ 職員手当には、退職手当を含まない。

※２ 職員数は、平成19年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

① 平成17年１月１日から平成20年12月８日までの間、知事等の給料月額について、知事は12％、副知事は

10％、出納長（平成19年４月１日廃止）は７％、常勤監査委員及び教育長は５％の減額措置を実施してい

る。

② 平成15年１月１日から平成19年12月31日までの間、県議会の議長、副議長及び議員の報酬月額につい

て、それぞれ５％の減額措置を実施している。

③ 平成18年４月１日から平成20年３月31日までの間、県の一般職の職員のうち、給料の特別調整額（管理

職手当）を支給されている職員は、給料の特別調整額を10％減額している。

(4) ラスパイレス指数の状況（平成19年４月１日現在）

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数 １００．５

（平成１９年４月１日現在）

（注） 19.4.1現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したものH
※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員

の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数である。
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１人当たり給与費

給 与 費 １人当たり
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(5) 給与改定の状況（平成19年４月１日現在）

① 月例給

※「民間給与」及び「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレ

ス方式により比較した平均給与月額である。

② 特別給

※「民間の支給割合」は、民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給

月数」は、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成19年４月１日現在）

① 一般行政職

② 技能労務職

※１ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成16

（参考）

H19 円 円 4,094 円 ％ ％ ％

年度 （1.03 ％）

勧　告

1.01

人事委員会の勧告

Ａ－Ｂ （改定率）Ａ Ｂ

0.35

国の改定率給与改定率区分

1.01401,691 397,597

民間給与 公務員給与 較　差

H19 月 月 月 月 月 月

年度

区分

4.504.49 4.45

 民間の  公務員の

△0.04 4.50

人事委員会の勧告

Ａ－Ｂ

年間支給月数

（改定月数） 支給割合　Ａ  支給月数　Ｂ

較　差 勧　告

4.50

国の年間

支給月数

（参考）

区　分

栃木県 44.1 歳 367,116 円 437,522 円 392,631 円

国 40.7 歳 325,724 円 － 円 383,541 円

都道府県平均 43.6 歳 354,147 円 436,429 円 396,019 円

（国ベース）

平均給与月額平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

参　考

対応する民間
の類似職種

Ａ／Ｂ

45.8 歳 519 人 325,714 円 370,962 円 345,995 円 － ー

うち自動車運転手 46.5 歳 146 人 341,503 円 390,810 円 364,911 円 自家用乗用自動車運転者 39.7 歳 333,200 円 1.17

うち用務員 45.2 歳 356 人 317,060 円 360,837 円 336,384 円 用務員 53.9 歳 227,200 円 1.59

48.8 歳 5,193 人 287,094 円 320,514 円 － －

47.9 歳 575 人 338,849 円 393,549 円 371,181 円 － －

区　　分
平均年齢 平均給料月額

国

都道府県平均

栃　木　県

民　　間

－

平均年齢

－

－

－

平均給与月額
（Ｂ）

－

－

－

平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額
（Ａ）

公　務　員

職員数

Ｃ／Ｄ

－

うち自動車運転手 6,325,283 円 4,214,800 円 1.50

うち用務員 5,951,732 円 3,284,300 円 1.81

民間（Ｄ）

－

区　　分

参　　考　　

年収ベース（試算値）の比較

栃　木　県 －

公務員（Ｃ）
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年～平成18年の３ヶ年平均）

※２ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完

全に一致しているものではない。

※３ 年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したも

のに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年

間賞与の額を加えた試算値である。

③ 高等（特殊・専修・各種）学校教育職

④ 小・中学校教育職

⑤ 警察職

※１ 「平均給料月額」とは、平成19年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

※２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当等のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ

れているものである。また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時

間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベ

ースで再計算したものである。

(2) 職員の初任給の状況（平成19年４月１日現在）

一 般 行 政 職 大 　 学 　 卒 1 7 8 , 8 0 0 円 1 7 2 , 2 0 0 円

高 　 校 　 卒 1 4 4 , 5 0 0 円 1 4 0 , 1 0 0 円

技 能 労 務 職 高 　 校 　 卒 1 4 0 , 1 0 0 円 －

中 　 学 　 卒 1 2 9 , 2 0 0 円 －

高 等 学 校 大 　 学 　 卒 1 9 9 , 7 0 0 円 －

教 　 育 　 職 高 　 校 　 卒 1 5 4 , 9 0 0 円 －

小 ・ 中 学 校 大 　 学 　 卒 1 9 9 , 7 0 0 円 －

教 　 育 　 職 高 　 校 　 卒 1 5 4 , 9 0 0 円 －

警 　 察 　 職 大 　 学 　 卒 2 0 4 , 5 0 0 円 2 0 0 , 0 0 0 円

高 　 校 　 卒 1 7 2 , 0 0 0 円 1 5 8 , 1 0 0 円

区     分 栃 木 県 国

区   分

栃木県 43.4 歳 395,833 円 440,444 円

都道府県平均 43.8 歳 389,710 円 452,184 円

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

区　分

栃木県 40.1 歳 342,898 円 480,366 円 365,738 円

国 42.0 歳 332,446 円 － 円 379,710 円

都道府県平均 40.7 歳 344,824 円 493,047 円 390,204 円

平均給与月額

（国ベース）

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

区   分

栃木県 43.5 歳 398,690 円 452,495 円

都道府県平均 44.4 歳 401,470 円 469,882 円

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
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(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成19年４月１日現在）

３ 一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成19年４月１日現在）

※１ 栃木県の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第１号)に基づく給料表の級区分による

職員数である。

※２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

※ 平成18年に、11級制から９級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級を

それぞれ統合）

区 　 　 分 標 準 的 な 職 務 内 容

１　 　級 主 事 、 技 師 20 2 人 3 . 8 %
２　 　級 主 事 、 技 師 38 0 人 7 . 2 %
３　 　級 主 任 、 係 長 1 , 1 5 7 人 2 1 . 9 %
４　 　級 係 長 1 , 6 1 3 人 3 0 . 5 %
５　 　級 課 長 補 佐 41 3 人 7 . 8 %
６　 　級 課 長 、 課 長 補 佐 1 , 2 7 0 人 2 4 . 0 %
７　 　級 課 長 17 7 人 3 . 3 %
８　 　級 次 長 52 人 1 . 0 %
９　 　級 部 長 21 人 0 . 4 %

職 員 数 構 成 比

１級

0.6%

１級

3.9%

１級

3.8%
２級

2.2%

２級

8.1%

２級

7.2%

３級

12.0%

３級

22.4%
３級

21.9%

４級

18.2%

４級

29.3%
４級

30.5%

５級

8.5%

５級

7.5%

５級

7.8%

６級

24.5%

６級

24.1%

６級

24.0%

７級

7.5%

７級

3.4%
７級

3.4%
８級

21.6%

８級

0.9%
８級

1.0% ９級

3.7%

９級

0.4%

９級

0.4%
１０級

0.9%

１１級

0.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成19年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

一般行政職 大　学　卒 270,857 円 330,231 円 380,527 円

高　校　卒 224,893 円 279,200 円 319,923 円

技能労務職 高　校　卒 207,867 円 258,388 円 302,926 円

中　学　卒 該当なし 該当なし 該当なし

高等学校 大　学　卒 314,084 円 370,984 円 410,165 円

教　育　職 高　校　卒 250,765 円 290,498 円 317,987 円

小・中学校 大　学　卒 314,491 円 373,062 円 405,347 円

教　育　職 高　校　卒 該当なし 該当なし 該当なし

警　察　職 大　学　卒 288,297 円 335,267 円 383,323 円

高　校　卒 252,153 円 295,377 円 351,495 円

区    分 経 験 年 数 10 年 経 験 年 数 15 年 経 験 年 数 20 年
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況

１．勤務成績の評定の実施状況

地方公務員法第40条（昭和25年法律第261号）の規定に基づき、全職員に対して勤務成績の評定

を実施した。

２．昇給への勤務成績の反映状況

上記１の評定結果を参考にして、３段階（特に良好・良好・良好でない）の評価を行い、その結

果に基づいて昇給区分（４号給以上・３号給・２号給以下）を決定した。

４ 職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

※ ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

１．勤務成績の評定の実施状況

地方公務員法第40条の規定に基づき、全職員に対して勤務成績の評定を実施した。

２．勤勉手当への勤務成績の反映状況

上記１の評定結果を参考にして、基準日（６月１日及び１２月１日）以前６箇月以内の期間にお

いて、その者の勤務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、改

善が認められない場合で、割り当てられた業務（期初に定めた目標等）を達成できないことが著し

い場合、勤勉手当の成績率を６７．５／１００とした。

なお、上記以外の職員（懲戒処分を受けた者等を除く）については、一律の支給を行った。

1 , 8 6 2 千 円 　

（ 平 成 1 8年 度 支 給 割 合 ） （ 平 成 1 8年 度 支 給 割 合 ）

　 　 　 　 　 　期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

６ 月 期 1 . 4 月 分 0 . 7 2 5 月 分 ６ 月 期 1 . 4 月 分 0 . 7 2 5 月 分

 ( 0 . 7 5 ) 月 分  ( 0 . 3 5 ) 月 分  ( 0 . 7 5 ) 月 分  ( 0 . 3 5 ) 月 分

1 2月 期 1 . 6 月 分 0 . 7 2 5 月 分 1 2月 期 1 . 6 月 分 0 . 7 2 5 月 分

 ( 0 . 8 5 ) 月 分 ( 0 . 4 ) 月 分  ( 0 . 8 5 ) 月 分 ( 0 . 4 ) 月 分

計 3 . 0 月 分  1 . 4 5 月 分 計 3 . 0 月 分  1 . 4 5 月 分

( 1 . 6 ) 月 分  ( 0 . 7 5 ) 月 分 ( 1 . 6 ) 月 分  ( 0 . 7 5 ) 月 分

（ 加 算 措 置 の 状 況 ） （ 加 算 措 置 の 状 況 ）

　 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 　 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る

　 加 算 措 置 　 加 算 措 置

・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0％ ・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0％

・ 管 理 職 加 算 　 1 5～ 2 5％ ・ 管 理 職 加 算 　 1 0～ 2 5％

栃 木 県 国

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 1 8年 度 ） －
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(2) 退職手当（平成19年４月１日現在）

※ 退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成18年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3) 地域手当（平成19年４月１日現在）

※１ 県内の支給対象地域について、本県では、県内を一体的に捉えた職員の採用や人事異動が行われ

ていることなどを踏まえ、勤務地域による格差は設けずに職員と県内民間の給与水準との均衡を図

ることを基本として、4.5％を超えない範囲内で支給することとしている。平成18年４月分の職員

と県内民間の月例給を比較したところ、職員が民間を2,223円（0.56％）下回ったため、平成18年

４月から県内一律で0.5％を支給することとした。

※２ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した

場合の加重平均の支給率である。

※３ 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げるこ

ととしている。

支給実績（H18年度決算） 千円

  円

8,668 人 0.5 ％ 2.0 ％ 6.0 ％

1,525 人 0.5 ％ 2.0 ％ 3.0 ％

1,483 人 0.5 ％ 2.0 ％ 3.0 ％

1,184 人 0.5 ％ 2.0 ％ 3.0 ％

426 人 0.5 ％ 2.0 ％ 3.0 ％

野木町 145 人 0.5 ％ 2.0 ％ 3.0 ％

13,141 人 0.5 ％ 0.0 ％ 0.0 ％

東京都特別区 19 人 14.0 ％ 14.0 ％ 18.0 ％

102 人 12.0 ％ 12.0 ％ 15.0 ％

0.6 ％ 1.1 ％

H22年度の制

度完成時

（国）

支給職員１人当たり平均支給年額（H18年度決算）

699,122

26,191

支給対象職員数 支給率
国の制度

（支給率）

上記以外の県内市町村

平　均　支　給　率

大田原市

医師又は歯科医師

鹿沼市

支給対象地域

宇都宮市(旧河内町及び旧上河内町を除く。）

小山市

宇都宮市(旧河内町に限る。）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50 月分 30.55 月分 勤続20年 23.50 月分 30.55 月分

勤続25年 33.50 月分 41.34 月分 勤続25年 33.50 月分 41.34 月分

勤続35年 47.50 月分 59.28 月分 勤続35年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

１人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　

　教　 育 　職 544 千円 29,007 千円

　警　 察   職 4,670 千円 27,989 千円

　上 記 以 外 1,154 千円 27,459 千円

栃木県 国



- -7

(4) 特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

① 支給実績等

② 手当の内容

ア 一般行政職（技能労務職を含む。）

千円

内 訳 教 　 育   費 千円

警 　 察   費 千円

上 記 以外 千円

支 給 職 員１ 人 当 たり 平 均 支給 年 額 （ 平成 18年 度 決算 ）   円

職 員 全 体に 占 め る手 当 支 給職 員 の 割 合（ 平 成 18年度 ） 　％

手 当 の 種類 （ 平 成 18年 度 手 当数 ） 33

手 当 の 種類 （ 平 成 19年 度 手 当数 ） 32

支 給 実 績（ 平 成 18年度 決 算 ）

233,451

1,115,102

58.3

71,371

447,331

434,319

税務課

(日額)　　　　 650円

(月額)

(日額)　 330円

(月額)

  支給限度額

(日額)　 380円

(１時間につき)

150円～500円

  支給限度額

(月額)

(月額) 22,000円

(日額)

(日額)

(１時間につき)

 1,900円～5,100円

消防防災課（航空担当）
に勤務する職員

航空機の操縦又は整備に関する業務及
び航空機に搭乗して行う業務

県税事務従事職員の
特殊勤務手当

県税の賦課及び徴収に関する事務
本庁（税務課等）又は県
税事務所若しくは自動車
税事務所に勤務する職員

衛生福祉大学校、県南高
等看護専門学院、高等産
業技術学校又は農業大学
校に勤務する職員

防疫作業に従事する
職員の特殊勤務手当

教務手当
講師としての研修、講義又は実習指導
の業務

放射線取扱手当

健康福祉センターに勤務
する職員

消防学校又は産業技術セ
ンター窯業技術支援セン
ター等に勤務する職員

健康増進課、健康福祉セ
ンター又は産業技術セン
ターに勤務する職員

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

集団検診におけるエックス線間接撮影
並びに放射性同位元素による試験及び
検査

地方税徴収特別対策室又
は県税事務所もしくは自
動車税事務所

8,000円～16,000円

 給料月額の3～10％

  8,000円～31,500円

・感染症の患者若しくは感染症の疑い
のある患者の救護若しくは移送又は感
染症の病原体の付着した物件若しくは
付着の疑いのある物件の処理作業
・家畜伝染病の病原体を有する家畜又
は当該病原体を有する疑いのある家畜
に対する防疫作業

6,000円（一月）

(日額) 230～280円

精神障害者又は精神障害の疑いのある
者の現地における事前調査業務、精神
保健指定医の行う精神障害者等の診察
の立会業務又は精神障害者の護送業務

　330円～450円

社会福祉業務に従事
する職員の特殊勤務
手当

健康福祉センター、児童
相談所又は婦人相談所に
勤務する職員

社会福祉の現業等の業務

精神保健福祉業務に
従事する職員の特殊
勤務手当

健康福祉センター又は岡
本台病院に勤務する職員

5,900円～12,500円

航空業務に従事する
職員の特殊勤務手当

430円～870円
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(日額)

(日額)

(日額)

(日額)

　

(日額) 340円

(日額)

(月額) 13,000円

上記以外

(日額)

　

(日額)

(月額) 5,500円

上記以外

(日額) 280円

2,500円

　

(日額) 280円

　

(月額) 7,500円

家畜等取扱作業に従
事する職員の特殊勤
務手当

畜産試験場等に勤務する
職員

家畜等を取り扱う作業 280円～650円

特殊現場作業に従事
する職員の特殊勤務
手当

土木事務所等に勤務する
職員

特殊な現場における調査、測量、監督
又は検査等の作業

280円～1,260円

廃棄物処理施設の検
査業務等に従事する
職員の特殊勤務手当

環境保全課、廃棄物対策
課又は健康福祉センター
の環境部に勤務する職員

し尿処理施設又は産業廃棄物処理施設
の検査業務その他の廃棄物の適正な処
理の確保のための業務

280円～650円

(一体につき)

230円～840円

高速道路対策室又は土木
事務所

日光土木事務所中禅寺ダ
ム管理所

動物愛護指導セン
ターに勤務する職員
の特殊勤務手当

動物愛護指導センターに
勤務する職員

県南ドッグセンターの抑留動物の管理
業務

下水道管理事務所に
勤務する職員の特殊
勤務手当

下水道管理事務所に勤務
する職員

管渠、水処理施設若しくは汚泥処理施
設内において行う維持管理の業務又は
水質若しくは汚泥の分析の業務

ダム建設・管理業務
に従事する職員の特
殊勤務手当

ダムの建設又は管理の業
務を行う事務所に勤務す
る職員

ダムの水位調節、各種観測及びダム施
設の保守点検その他ダム管理に必要な
業務

解剖補助業務に従事
する職員の特殊勤務
手当

がんセンターに勤務する
臨床検査技師

死体解剖の補助業務

公共土木施設災害応
急作業に従事する職
員の特殊勤務手当

土木事務所等に勤務する
職員

豪雨等異常な自然現象により重大な災
害が発生し、若しくは発生するおそれ
のある河川の堤防等における巡回監視
又は応急作業等

350円～800円

用地取得等交渉業務
に従事する職員の特
殊勤務手当

土木事務所等に勤務する
職員

用地取得又は土地改良事業の施行に伴
う換地のための交渉業務

550円～770円

道路上作業に従事す
る職員の特殊勤務手
当

土木事務所等に勤務する
職員

道路上において交通遮断することなく
行う作業又は道路の除雪作業

 380円～1,140円

(勤務１回につき)

2,000円～3,300円

加算額

(勤務１回につき)

狂犬病予防業務等に
従事する職員の特殊
勤務手当

動物愛護指導センター又
は健康福祉センターに勤
務する職員

狂犬病予防業務等

夜間業務手当

岡本台病院、がんセン
ター又はとちぎリハビリ
テーションセンターに勤
務する看護師等

正規の勤務時間による勤務の一部又は
全部が深夜（午後10時後翌日の午前５
時前の間をいう。）において行われる
業務

特殊機械、爆発物及
び特殊薬品取扱作業
等に従事する職員の
特殊勤務手当

酪農試験場等に勤務する
職員

特殊機械、爆発物若しくは特殊薬品を
取り扱う作業又は人体に有害な物質の
発生を伴う作業 230円～460円
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イ 教育職（県立学校の事務職等を含む。）

(月額) 　5,500円

(日額) 660円

上記以外 (日額)280円

(日額)

12月から翌年４月までの間

那珂川水系ダム管理
事務所及び日光土木
事務所三河沢ダム管
理所に勤務する職員
の特殊勤務手当

那珂川水系ダム管理事務
所及び三河沢ダム管理所
に勤務する職員

ダム管理に必要な業務

大田原土木事務所に
勤務する職員の特殊
勤務手当

大田原土木事務所に勤務
する職員

塩那道路の各基点から行程25キロメー
トル（供用開始区間を除く。）以上の
運転業務

土木事務所に勤務す
る職員の特殊勤務手
当

土木事務所に勤務する職
員

夜間（日没時から日出時までの間をい
う。）、早朝（午前８時30分前をい
う。）又は暴風雪警報若しくは大雪警
報の発令下における除雪用の大型特殊
自動車を操作する道路の除雪作業

710円～940円

(月額) 　2,600円

(月額)  5,100円

(月額)

5,000円

(月額)

　3,500円

(月額)

4,000円

(日額)

　230円

　

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

通信教育指導兼務
職員の特殊勤務手
当

学校教育法(昭和22年法律第26号)第
45条の規定により県立の高等学校の
行う通信教育に関する次に掲げる勤
務
1　面接指導  2　添削指導

教育職員（通信教育の
指導を本務とする職員
を除く。） (１点につき)　70円

  支給限度額

4,200円（一月）

1の業務に従事したとき

(１時間につき)　600円

2の業務に従事したとき

兼務職員の特殊勤
務手当

1 昼間課程の勤務を本務とする者の
行う夜間課程の勤務
2 夜間課程の勤務を本務とする者の
行う昼間課程の勤務
3 本務校において昼間課程に勤務す
る者の行う他の学校の昼間課程の勤
務
4 高等学校の昼間及び夜間の両課程
の勤務に従事した養護教諭又は養護
助教諭

県立学校の教育職員

1及び2の業務に従事し
たとき(１時間につき)

  支給限度額

41,600円（一月）

3の業務に従事したとき

4の業務に従事したとき

 1,300円

夜間課程を置く学
校の事務長の特殊
勤務手当

通常の課程のほか、定時制の夜間課
程を置く県立の高等学校における勤
務

夜間本務職員の特
殊勤務手当

県立の高等学校の夜間勤務（本務に
限る。）

県立の高等学校の夜間
勤務を本務とする職員
（教育職員を除く。）

夜間課程を置く学校の
事務長

舎監手当 県立学校の寄宿舎の舎監の勤務

農業に関する課程を置
く県立の高等学校の教
育職員

特殊薬品撒布指導
等職員の特殊勤務
手当

農業実習の指導又は学校農場の管理
のための、有機りん製剤の撒布の実
地指導又はその作業

盲学校、聾学校及び養
護学校に勤務する職員

290円

小学校又は中学校の２
以上の学年の児童又は
生徒で編制されている
学級を担当する職員の
うち教育委員会が規則
で定める職員

多学年学級担当手
当

当該学級における授業又は指導 (日額)
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ウ 警察職

(日額)

(日額) 1,700円

(日額)

(日額)  900円

　

(日額) 200円
教育業務連絡指導手
当

当該担当に係る業務

市町村立の小学校若しく
は中学校又は県立学校に
勤務する教諭のうち、学
校教育法施行規則（昭和
22年文部省令第11号）に
規定する主任等（教務そ
の他の教育に関する業務
についての連絡調整及び
指導助言に当たるものに
限る。）

1の業務に従事したとき

 3,000円～6,400円

5の業務に従事したとき

2及び3の業務に従事した
とき

4の業務に従事したとき

1,200円～1,800円

教員特殊業務手当

市町村立の小学校若しく

は中学校又は県立学校の

次に掲げる業務（当該業務が、心身に
著しい負担を与えると教育委員会が認
める程度に及ぶものに限る。）
1　学校の管理下において行う非常災害
時等の緊急業務
2　修学旅行、林間・臨海学校等(学校
が計画し、かつ、実施するものに限
る。)において児童又は生徒を引率して
行う指導業務で泊を伴うもの
3　教育委員会が定める対外運動競技等
において児童又は生徒を引率して行う
指導業務で、泊を伴うもの又は週休日
等に行うもの
4 学校の管理下において行われる部活
動（正規の教育課程としてのクラブ活
動に準ずる活動をいう。）における児
童又は生徒に対する指導業務で週休日
等に行うもの
5 入学試験における受験生の監督、採
点又は合否判定の業務で週休日等に行
うもの

教育職員のうち、職務の

級が教育職給料表(1) 又

は教育職給料表(2) の１

級又は２級のもの

(日額)　 280円

 

(月額)  11,760円

(月額) 11,760円

(月額)  9,660円

 

(月額) 8,820円

(月額)  5,500円

(月額) 5,800円

(月額)

9 ステレオカメラ図化業務 (月額)  6,500円

3 高速道路における交通取締用自動車
（２に掲げるものを除く。）その他特
殊自動車運転業務

1 私服員が主として従事する犯罪予防
若しくは捜査又は被疑者逮捕の業務

2 交通取締用自動二輪車運転業務

6,700円～11,760円

(月額)

7 青少年補導業務

8 指紋、手口若しくは写真を利用し、
又は理化学、法医学若しくは銃器弾薬
類の知識を利用して行う犯罪鑑識業務

6 交通取締業務専務員が行う交通取締
業務

4 交通取締用自動車（２及び３に掲げ
るものを除く。）その他特殊自動車運
転業務

5 被留置者看守及び管理業務

 6,510円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

教務手当(再掲)
講師としての研修、講義又は実習指導
の業務

警察学校に勤務する職員

警察職員の特殊勤務
手当

警察職員

支給単価
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(月額) 7,140円

(月額)   1,800円

12 運転免許路上試験業務 (日額) 280円

(日額)

(日額) 370円

(日額)

(日額) 840円

(日額) 310円

(日額)

(日額)

(日額)

5,200円

(月額) 　22,000円

(日額)  

18 被疑者護送業務

(１件につき)

(勤務１回につき)

(１時間につき)

 410円～1,100円

1,600円～2,500円

250円～4,600円

 1,240円

(勤務１回につき)

260円～1,080円

 1,900円～5,100円

(１時間につき)

310円～1,500円

430円～870円

 250円～800円

(勤務１回につき)

19 特殊危険物質による被害を受けるお
それのある業務

22 正規の勤務時間による勤務の一部又
は全部が深夜（午後10時後翌日の午前
５時前の間をいう。）において行われ
る犯罪予防若しくは捜査、交通取締、
看守又は電話交換若しくは通信の業務

20 防弾装備を着装し、武器を携帯して
行う業務

21 交通事件又は交通事故に係る道路上
の捜査業務

24 犯罪の予防若しくは捜査、被疑者逮
捕、交通取締、交通整理、犯罪鑑識又
は爆発物処理の業務に係る事件、事故
等が突発的に発生し、これを処理する
ため、正規の勤務時外において緊急の
呼出を受けて、午後９時から翌日の午
前５時までの間に従事する犯罪予防等
業務

23 死体取扱業務

航空業務に従事する
職員の特殊勤務手当
（再掲）

警察職員
航空機の操縦又は整備に関する業務及
び航空機に搭乗して行う業務に従事し
たとき

25 爆発物処理班員が従事する爆発物処
理業務

26 潜水器具を着用して行う水難者の捜
索、犯罪の証拠物件の捜索等の潜水業
務

15 護衛等業務
640円～1,150円

10 警察官が警察署、交番、駐在所等を
拠点として行う警戒及び警ら業務

11 通信指令課に勤務し、専ら通信指令
業務に従事する職員が行う当該業務

13 異常な自然現象又は大規模な事故に
より重大な災害が発生した箇所又はそ
の周辺において行う作業

 840円～1,680円

14 那須御用邸等において警衛専従員が
行う警ら、立しょうその他の警衛業務

17 ６以外の者が行う交通取締業務 (日額) 310円

16 山岳遭難者救助業務
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(5) 超過勤務手当

(6) その他の手当（平成19年４月１日現在）

4,008,152 千円

149 千円

4,147,127 千円

154 千円

（※＝支給実績／平成17年４月１日現在公営企業職員を除く全職員数）

支給実績（平成18年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）※

支給実績（平成17年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算）※

（※＝支給実績／平成18年４月１日現在公営企業職員を除く全職員数）

(日額)

　2,500円

特殊機械、爆発物及
び特殊薬品取扱作業
等に従事する職員の
特殊勤務手当（再
掲）

警察職員
爆発物若しくは特殊薬品を取り扱う作
業又は人体に有害な物質の発生を伴う
作業

死体解剖の補助業務
解剖補助業務に従事
する職員の特殊勤務
手当(再掲)

230円～280円

(一体につき)

警察職員

扶 養 手 当 同 じ 千 円 円

2 , 7 4 4 , 9 7 4 2 2 6 , 8 9 5

住 居 手 当 異 な る 千 円 円

1 , 4 9 0 , 3 8 7 1 2 1 , 2 4 9

通 勤 手 当 異 な る 国 の 制 度 千 円 円

2 , 6 8 6 , 6 6 4 1 1 0 , 7 4 5

 ・ 定 期 券 、 回 数 乗 車 券 代 相 当 額

通 勤 の た め に 交 通 機 関 等 を 利 用 し て そ の
運 賃 等 を 負 担 す る こ と を 常 例 と し 、 通 勤
距 離 が 片 道 ２ k m以 上 で あ る 職 員 に 支 給

　 え ば 、 特 別 料 金 等 の ２ 分 の １ を 支 給

１ 箇 月 当 た り

  　 新 幹 線 鉄 道 又 は 高 速 自 動 車 国 道 等

　 を 利 用 し て い る 場 合 一 定 の 条 件 に 合

　 支 給 （ 月 額 ２ 千 円 を 限 度 ）

( 1 )  交 通 機 関 等 利 用
職 員

全 額 支 給 限 度 額

( 3 )  交 通 機 関 等 と の
併 用 者 　 駐 車 場 代 支
給 な し

　  5 5 , 0 0 0円

通 勤 距 離 に 応 じ て

 ～ 2 4 , 5 0 0円

月 額   2 , 0 0 0円

( 2 )  交 通 用 具 使 用 職
員

( 1 )　 交 通 機 関 等 利 用 職 員

( 2 )　 自 動 車 等 交 通 用 具 使 用 職 員

通 勤 距 離 に 応 じ て

  （ 月 額 ）  2 , 0 0 0円 ～ 5 2 , 6 8 0円

　 利 用 の 場 合 、 利 用 料 金 の ２ 分 の １ を

  　 パ ー ク ア ン ド ラ イ ド 方 式 の 駐 車 場

( 3 )　 交 通 機 関 等 と の 併 用 者

国 の 制 度
と の 異 同

内 容 及 び 支 給 単 価

  ※ 満 1 6歳 の 年 度 初 め か ら 満 2 2歳 の

  年 度 末 ま で の 間 に あ る 子 １ 人 に つ

む 。 )を 借 り 受 け 、 月 額 1 2 , 0 0 0円 を 超

え る 家 賃 を 支 払 っ て い る 職 員 又 は 所

手 当 名

( 2 )　 配 偶 者 以 外 （ 月 額 ）
　 ① ２ 人 ま で 　 そ れ ぞ れ  6 , 0 0 0円
　 扶 養 親 族 で な い 配 偶 者 が あ る 場 合
　 　 う ち １ 人 は  6 , 5 0 0円
　 配 偶 者 が な い 場 合
　 　 う ち １ 人 は  1 1 , 0 0 0円
　 ② ① 以 外 　 １ 人 に つ き  5 , 0 0 0円

( 1 )　 配 偶 者 （ 月 額 ）  1 3 , 0 0 0円

扶 養 親 族 の あ る 職 員 に 支 給

  き 5 , 0 0 0円 を 加 算

自 ら 居 住 す る た め の 住 宅 （ 借 間 を 含

  ② 家 賃  2 3 , 0 0 0円 を 超 え る 場 合

 （ 最 高 限 度 額  2 7 , 0 0 0円 ）

( 2 )　 自 宅 （ 月 額 ） 　 4 , 5 0 0円

国 の 制 度
( 2 )自 宅 　 2 , 5 0 0円
（ 新 築 又 は 購 入 後 ５
年 間 ）

( 1 )　 借 家 ・ 借 間 （ 月 額 ）

1 1 , 0 0 0円 ＋ （ 家 賃 － 2 3 , 0 0 0円 ） / 2

  ① 家 賃  2 3 , 0 0 0円 以 下 の 場 合

    家 賃 － 1 2 , 0 0 0円

有 す る 住 宅 （ 準 ず る 住 宅 含 む 。 ） に

居 住 す る 職 員 に 支 給

支 給 職 員 １
人 当 た り 平
均 支 給 年 額

－

支 給 実 績国 の 制 度 と
異 な る 内 容

（ 平 成 1 8年 度 決 算 ）
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給料の特 同じ 千円 円

別調整額 1,475,936 676,104
(管理職
手当)
初任給 同じ 千円 円
調整手当 246,241 2,367,702

支給額（月額）
医師又は歯科医師　306,900円以内
その他　2,500円以内

単身赴任 同じ 千円 円
手当 119,784 276,000

特地勤務 同じ 千円 円
手当等 8,062 260,070

支給割合

休日給 異なる 千円 円

773,589 198,051

夜勤手当 千円 円

293,548 162,811

宿日直 同じ 千円 円

手当 648,440 211,770
宿直勤務又は日直勤務に従事した職員
に勤務回数に応じて支給

（職員の住居と配偶者の住居との間の
交通距離が100㎞以上である場合、距離
に応じて加算）

6,000円～45,000円

(4)　医師、歯科医師　20,000円

(2)　福祉施設等における管理監督
　　　7,200円

(3)　試験場等における飼養管理
　　　6,800円

(3)　研修施設等における当直
　　　6,200円

休日等における正規の勤務時間中に勤
務することを命ぜられた職員に、その
勤務した全時間に対して支給

２級地　  ８/100

３級地　  12/100

(1)　一般の宿日直　4,300円

－

－

特地勤務手当基礎額×支給割合

勤務１時間当たりの給与額

×135/100×勤務時間数

勤務１時間当たり
の給与額の算定が
異なる。本県では
給与額に、初任給
調整手当、給料の
月額に対する地域
手当、月額の特殊
勤務手当並びに給
料の月額に対する
特地勤務手当等、
へき地手当等及び
農林漁業普及指導
手当を含める。

正規の勤務時間として、午後10時から
翌日の午前５時までの間に勤務した職
員に、その勤務した全時間に対して支
給

勤務１時間当たりの給与額

×25/100×勤務時間数

１級地　  ４/100

事務所を異にする異動等に伴い、住居
を移転し、父母の疾病その他やむを得
ない事情により、同居していた配偶者
と別居することとなった職員に支給

基礎額（月額）　23,000円
加算額（月額）

生活の著しく不便な地に所在する事務
所（特地事務所）に勤務する職員に支
給
支給額（月額）＝

医師又は歯科医師については採用の日
から３５年以内、その他の職について
は採用の日から５年以内の期間、それ
ぞれ採用の日から１年を経過するごと
に減額

－

－

医師若しくは歯科医師で採用困難であ
ると認められる職に採用された職員又
は特殊な専門的知識を必要とし、採用
に特別な事情があると認められる職に
採用された職員に支給

管理又は監督の地位にある職員に支給

支給額（月額）
29,500円～114,700円

－
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管理職員 同じ 千円 円
特別勤務 33,503 261,742
手当

寒冷地 同じ 千円 円
手当 41,261 64,571

農林漁業 千円 円

普及指導 86,871 402,182

手当

へき地 千円 円

手当等 143,680 310,995

支給割合

定時制 千円 円

通信教育 96,950 468,356

手当 給料月額×10％（管理職員８％）

産業教育 千円 円

手当 200,451 426,492

義務教育 千円 円

等教員 2,562,396 166,877

特別手当

－
寒冷の地域に在勤する職員に対して地
域及び職員の世帯区分に応じて支給
（11月から翌年３月までの５ヶ月間）

　　　（月額） 7,360円

(1)　世帯主である職員

(2)　その他の職員

　①扶養親族あり

　②扶養親族なし
　　　（月額）17,800円

　　　（月額）10,200円

－給料の特別調整額の支給を受ける職員
が、臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、週休日又は休日
等に勤務した場合に支給
勤務１回につき
　　4,000円～12,000円

 （月額）20,200円の範囲内の額

　１級地 ８％　２級地 12％
　３級地 16％
　へき地学校に準ずる学校　４％

実習を伴う農業、水産又は工業に関す
る科目の授業及び実習を担当する教育
職員に支給

農業、林業又は水産業に従事する者に
接して、農業、林業又は水産業に関す
る技術及び知識を普及指導することを
職務とする職員等に支給

支給額（月額）＝
〔給料（教職調整額を含む。）＋扶養
手当〕×支給割合

小学校、中学校又は県立学校に勤務す
る教育職員に支給

給料月額×10％（定時制通信教育手当
を受ける者は６％）

へき地学校及びこれに準ずる学校に勤
務する職員に支給

普及指導員等 （農業振興事務所の次長
の職にある者を除く。）
（月額）＝給料月額×８％ （管理職員
給料月額×２％）

定時制又は通信制の課程を置く高等学
校の教育職員に支給
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５ 特別職の報酬等の状況（平成19年４月１日現在）

※１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。

※２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝

48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

知 事 1 , 1 7 9 , 2 0 0 円 　 （ ） 円

副 知 事 9 0 9 , 0 0 0 円 　 （ ） 円

議 長 9 5 9 , 5 0 0 円 　 （ ） 円

副 議 長 8 7 4 , 0 0 0 円 　 （ ） 円

議 員 8 0 7 , 5 0 0 円 　 （ ） 円

知 事 （ 平 成 18年 度 支 給 割 合 ）
副 知 事 3. 3 5 月 分

議 長 （ 平 成 18年 度 支 給 割 合 ）
副 議 長 3. 3 5 月 分
議 員

（ 算 定 方 式 ） （ 支 給 時 期 ）
知 事 　 任 期 毎

副 知 事 　 任 期 毎

備 考

2 1 ,8 1 6千 円

（ １ 期 の 手 当 額 ）

給
料

1 , 3 4 0 , 0 0 0

1 , 0 1 0 , 0 0 0

9 2 0 , 0 0 0

8 5 0 , 0 0 0

1 , 0 1 0 , 0 0 0

1 3 4万 円 × 在 職 月 数 × 0 .6

1 0 1万 円 × 在 職 月 数 × 0 .4 5

区 　 　 分 給 　 料 　 月 　 額 　 等

退
職
手
当

期
末
手
当

報

酬

3 8 ,5 9 2千 円
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６ 職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

※１ 職員数は、一般職に属する職員数である。

※２ 〔 〕内は、条例定数の合計である。

　　　　　　職員数 人  )

　　　　　　職員数 人  )

　　　　　　職員数 人  )

土木

議会

総務

税務

民生

衛生

1,341

663 組織改編、業務見直し

地方税徴収特別対策室新設

431

38

△  141

134

229

624

1,306

△  39

2433

普

通
会

計

部
門

小　　計 19,993

商工

38

323

1,161

農林水産

労働 138

対前年

増減数

0

△  90

児童相談所機能強化

業務見直し

組織改編、業務見直し

主な増減理由

△ 35

6

△  15 組織改編、業務見直し1,146

△  5

0

△  4

組織改編、業務見直し

職 員 数

平成 18年

329

その他

下水道

水道

教育部門

警察部門

一

般
行
政

部
門

計

　

            区 分

  部 門 平成19年

66

682687

229

3,678

16,381

21

（参考：人口 10万人当たり

0

△  144

0

（参考：人口 10万人当たり
△ 75

医師・看護師増員21

合　　計
25,634

774

[ 27,512 ］[ 27,608 ］

25,778

795

公

営
企

業

等

会
計

部

門

病院

小　　計

1,277.64

657

28

87 87

23

28

23

636

0

245.27

992.74

5,011 4,921

3,612

16,240

19,918

地方警察官増員

児童・生徒数減

（参考：人口 10万人当たり
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成19年４月１日現在）

(3) 定員管理の数値目標及び進ちょく状況

① 平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）栃木県行財政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成比

%

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 計
未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
45 556 1,481 1,965 2,707 2,918 3,349 3,604 3,427 3,116 2,385 81 25,634

区　分

職員数

5, 0 75 4, 7 46 △  3 2 9 △  6 .5

1 6, 4 5 4 1 5, 7 85 △  6 6 9 △  4 .1

3, 5 70 3, 7 13 1 4 3 4 .0

7 97 76 3 △  3 4 △  4 .3

2 5, 8 9 6 2 5, 0 07 △  8 8 9 △  3 .4

平 成 17年 4月 1日

職 員 数 （ 人 ）

平 成 22年 4月 1日

職 員 数 （ 人 ）
増 減 数 (人 ) 増 減 率 (% )部   門

計

公 営 企 業 部 門

警   察   部   門

一 般 行 政 部 門

教   育   部   門

始 　 期 終 　 期

平 成 1 7年 4 月 1日 平 成 2 3年 4月 1日

計 画 期 間

△ 1 , 0 1 4 人 （ △ 3 . 9％ ）

数 値 目 標
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② 定員管理の数値目標の年次別進ちょく状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

※１ 計画期間は、平成17年～平成22年の６年間である。

※２ （ ）内の数値は、数値目標に対する進ちょく率を示す。

※３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年ま

での職員増減数の累計を示す。

７ 公営企業職員の状況

(1) 電気事業

① 職員給与費の状況

ア 決算

※１ 職員手当には、退職給与金を含まない。

※２ 職員数は、平成19年３月31日現在の人数である。

イ 特記事項 平成18年４月１日から平成20年３月31日までの間、給料の特別調整額（管理職手当）

を支給されている職員は、給料の特別調整額を10％減額している。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成19年４月１日現在）

※１ 平均月収額は、平成18年度決算額で期末・勤勉手当等を含む。

※２「－」としたものは、データがないことを示している。

１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

職員数 5,075 5,011 4,921

増減 △64 △90 △154( 39.5％)

職員数 16,454 16,381 16,240

増減 △73 △141 △214( 29.5％)

職員数 3,570 3,612 3,678

増減 42 66 108( 79.4％)

職員数 797 774 795

増減 △23 21 △2( 5.9％)

職員数 25,896 25,778 25,634

増減 △118 △144 △262( 25.8％)

△390 

17年～22年 （参考）

数値目標

4,685

　　　　　区分
部門

－

計

一般行政

教育
－ 15,728

△726 

警察
－ 3,706

136

公営企業

等会計

－ 763

△34 

計
－ 24,882

△1,014 

千円 千円 千円 ％ ％

占める職員給与費比率

2,474,846 1,051,209 472,858 19.1 22.3

Ａ　

区分

H18
年度

Ｂ　 Ｂ／Ａ　

（参考）

実質収支 職員給与費比率 平成17年度の総費用に

総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

区分 職員数

Ａ

H18 人 千円

年度 50 7,080

(参考)都道府県平均

１人当たり給与費

給 与 費 １人当たり

期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費Ｂ/Ａ給　　料 職員手当

6,966208,918 52,129

千円 千円 千円千円 千円

87,273 348,320

区 　 分 平 均 年 齢

栃 木 県 41.38歳

団 体 平 均 40.80歳

事 業 者 － 　  歳 －       円

368,002 円 587,93 9 円

基 本 給 平 均 月 収 額

362,664 円 580,53 3 円
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③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成19年４月１日現在）

※１ 栃木県の１人当たり平均支給額は、過去３年間に退職した職員に支給された平均額である。

※２ 栃木県（一般行政職）の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給さ

れた平均額である。

ウ 地域手当（平成19年４月１日現在）

※１ 平成18年４月に地域手当を新設した。支給対象地域等、内容は一般行政職の制度と同じである。

※２ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場

合の加重平均の支給率である。

※３ 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げること

としている。

1,745 千 円 　 1,862 千 円 　

（ 平 成 18年 度 支 給 割合 ） （平 成 18年 度 支 給 割 合 ）

　 　 　 　 　 　期 末 手当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

3.0 月 分 1.45 月 分 3.0 月 分 1.45 月 分

(1.6) 月 分 (0.75) 月 分 (1.6) 月 分 (0.75) 月 分

（ 加 算 措 置 の 状況 ） （加 算 措 置 の 状 況 ）

・ 役 職加 算 　 5～ 20％ ・ 役 職 加 算 　 5～ 20％

・ 管 理職 加 算 　 15～ 22％ ・ 管 理 職 加 算 　 15～ 25％

栃 木 県 栃 木 県 (一 般 行政 職 )

１ 人 当 た り 平 均支 給 額 （ 平 成 18年 度 ） １人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 18年 度）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50 月分 30.55 月分 勤続20年 23.50 月分 30.55 月分

勤続25年 33.50 月分 41.34 月分 勤続25年 33.50 月分 41.34 月分

勤続35年 47.50 月分 59.28 月分 勤続35年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

１人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　 １人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　

－ 千円 27,856 千円 735 千円 28,285 千円

栃木県 栃木県（一般行政職）

支給実績（H18年度決算） 千円

  円

9 人 0.5 ％ 2.0 ％ 6.0 ％

41 人 0.5 ％ 0 ％ 0 ％

0.5 ％ 0.4 ％

上記以外の県内市町村

平　均　支　給　率

宇都宮市(旧河内町及び旧上河内町を除く。）

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額（H18年度決算）

1,098

21,967

支給対象職員数 支給率
国の制度

（支給率）

H22年度の制度

完成時（国）
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エ 特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

オ 時間外勤務手当

カ その他の手当（平成19年４月１日現在）

① 定員管理の数値目標及び進ちょく状況

ア 平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）栃木県行財政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 18年度決算）   円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成18年度） ％

手当の種類（平成19年度手当数） 2

危険手当 本庁勤務の職員 坑内作業、高圧接近作業等

支給実績（平成 18年度決算）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

出先機関の管理職の技
術職員

出先機関の上記以外の

技術職員及び書記以外
の技術員

施設管理
業務手当

8,919

202,694

88.0

左記職員に対する支

給単価

１日280円

－

－

給料月額の1.0％

（上限  5,000円 )

給料月額の5.0％

（上限 14,000円 )

8,408 千円

183 千円

11,729 千円

261 千円

支給実績（平成18年度決算）

　職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

支給実績（平成17年度決算）

　職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算）

手当名

　管理職手当

　扶養手当

　住居手当

　通勤手当

　宿日直手当

　寒冷地手当

14,665千円 293,301円

5,414千円 146,324円

739,932円

7,496千円 241,806円

一般行政職

の制度と異

なる内容

支給実績

(平成18年度決算)

支給職員１人当た

り平均支給年額

(平成18年度決算)

2,960千円

内容及び支給単価

一般行政職の制度参照 同じ なし

一般行政職

の制度との

異同

2,506千円

664千円

119,314円

66,400円

5 0 4 6 △ 4 △ 8 . 0

平 成 1 7 年 ４ 月 １ 日

職 員 数 （ 人 ）

平 成 2 2 年 ４ 月 １ 日

職 員 数 （ 人 ）

純 減 数

( 人 )

純 減 率

( ％ )

始 　 期 終 　 期
平 成 1 7 年 4 月 1 日 平 成 2 3 年 4 月 1 日

計 画 期 間
数 値 目 標

△ 4 人 （ △ 8 . 0 % )
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イ 定員管理の数値目標の年次別進ちょく状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

※１ 計画期間は、平成17年～平成22年の６年間である。

※２ （ ）内の数値は、数値目標に対する進ちょく率を示す。

※３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年

までの職員増減数の累計を示す。

(2) 水道事業

① 職員給与費の状況

ア 決算

※１ 職員手当には、退職給与金を含まない。

※２ 職員数は、平成19年３月31日現在の人数である。

イ 特記事項 平成18年４月１日から平成20年３月31日までの間、給料の特別調整額（管理職手当）

を支給されている職員は、給料の特別調整額を10％減額している。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成19年４月１日現在）

※１ 平均月収額は、平成18年度決算額で期末・勤勉手当等を含む。

※２ 「－」としたものは、データがないことを示している。

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

※

（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

職員数 50 50 47

増減 0 △ 3 △3(75 .0％)

　　　　　区分

部門

－

計

電気事業
△4

17年～22年 （参考）

数値目標

46

千円 千円 千円 ％ ％

占める職員給与費比率

1,795,016 921,573 303,424 16.9 16.0

Ａ　

区分

H18

年度

Ｂ　 Ｂ／Ａ　

（参考）

実質収支 職員給与費比率 平成17年度の総費用に

総費用 純損益又 は 職員給与費 総費用に占める

区分 職員数

Ａ

H18 人 千円

年度 28 7,8577,414127,287 26,621 53,674 207,582

千円 千円 千円千円 千円

(参考)都道府県平均

１人当たり給与費

給 与 費 １人当たり

期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費Ｂ/Ａ給　　料 職員手当

区 　 分 平 均 年 齢

栃 木 県 46.4 3歳

団 体 平 均 45.3 0歳

事 業 者 － 　  歳

基 本 給 平 均 月 収 額

398 , 4 3 6  円 61 7 , 8 0 5  円

－       円

4 04 , 2 3 9  円 65 3 , 4 3 4  円

1 , 9 1 7 千 円 　 1 , 8 6 2 千 円 　

（ 平 成 1 8年 度 支 給 割 合 ） （ 平 成 1 8年 度 支 給 割 合 ）

　 　 　 　 　 　期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

3 . 0 月 分 1 . 4 5 月 分 3 . 0 月 分 1 . 4 5 月 分

( 1 . 6 ) 月 分 ( 0 . 7 5 ) 月 分 ( 1 . 6 ) 月 分 ( 0 . 7 5 ) 月 分

（ 加 算 措 置 の 状 況 ） （ 加 算 措 置 の 状 況 ）

・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0％ ・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0％

・ 管 理 職 加 算 　 1 5～ 2 2％ ・ 管 理 職 加 算 　 1 5～ 2 5％

栃 木 県 栃 木 県 (一 般 行 政 職 )

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 1 8年 度 ） １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 1 8年 度 ）
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イ 退職手当（平成19年４月１日現在）

※１ 栃木県の１人当たり平均支給額は、過去３年間に退職した職員に支給された平均額である。

※２ 栃木県（一般行政職）の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給さ

れた平均額である。

ウ 地域手当（平成19年４月１日現在）

※１ 平成18年４月に地域手当を新設した。支給対象地域等、内容は一般行政職の制度と同じである。

※２ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場

合の加重平均の支給率である。

※３ 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げること

としている。

エ 特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

オ 時間外勤務手当

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50 月分 30.55 月分 勤続20年 23.50 月分 30.55 月分

勤続25年 33.50 月分 41.34 月分 勤続25年 33.50 月分 41.34 月分

勤続35年 47.50 月分 59.28 月分 勤続35年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

１人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　 １人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　

－ 千円 28,631 千円 735 千円 28,285 千円

栃木県 栃木県（一般行政職）

支給実績（H18年度決算） 千円

  円

5 人 0.5 ％ 2.0 ％ 6.0 ％

23 人 0.5 ％ 0 ％ 0 ％

0.5 ％ 0.4 ％

支給対象職員数 支給率

680

24,276

国の制度
（支給率）

H22年度の制

度完成時

（国）

支給職員１人当たり平均支給年額（H18年度決算）

上記以外の県内市町村

平　均　支　給　率

宇都宮市（旧河内町及び旧上河内町を除く。）

支給対象地域

千 円

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 18年 度 決 算 ） 　 円

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合 （ 平 成 18年 度 ） ％

手 当 の 種 類 （ 平 成 19年 度 手 当 数 ） 2

危 険 手 当 本 庁 勤 務 の 職 員 坑 内 作 業 、 高 圧 接 近 作 業 等 　

支 給 実 績 （ 平 成 18年 度 決 算 ）

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務

出 先 機 関 の 管 理 職 の 技

術 職 員

出 先 機 関 の 上 記 以 外 の
技 術 職 員 及 び 書 記 以 外

の 技 術 員

施 設 管 理
業 務 手 当

5,1 7 9

2 4 6 , 6 2 9

7 5 . 0

左 記 職 員 に 対 す る 支

給 単 価

１ 日 280円

－

－

給 料 月 額 の 1.0％

（ 上 限  5 ,0 0 0円 )

給 料 月 額 の 5.0％

（ 上 限 14 ,0 0 0円 )

3, 0 7 1 千 円

1 34 千 円

3,2 2 8 千 円

1 34 千 円

支 給 実 績 （ 平 成 18年 度 決 算 ）

　 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 18年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 平 成 17年 度 決 算 ）

　 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 17年 度 決 算 ）
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カ その他の手当（平成19年４月１日現在）

④ 定員管理の数値目標及び進ちょく状況

ア 平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）栃木県行財政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

イ 定員管理の数値目標の年次別進ちょく状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

※１ 計画期間は、平成17年～平成22年の６年間である。

※２ （ ）内の数値は、数値目標に対する進ちょく率を示す。

※３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年

までの職員増減数の累計を示す。

(3) 工業用水道事業

① 職員給与費の状況

ア 決算

※１ 職員手当には、退職給与金を含まない。

※２ 職員数は、平成19年３月31日現在の人数である。

イ 特記事項 特になし

手当名

　管理職手当

　扶養手当

　住居手当

　通勤手当

　寒冷地手当

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
(平成18年度決算)

支給職員１人当た
り平均支給年額
(平成18年度決算)

772,241円

4,377千円 218,875円

1,967千円 89,386円

851千円 70,900円

内容及び支給単価

一般行政職の制度参照 同じ なし

3,861千円

6,635千円 236,971円

一般行政職
の制度との
異同

2 8 2 6 △ 2 △ 7 . 1

平 成 1 7 年 ４ 月 １ 日
職 員 数 （ 人 ）

平 成 2 2 年 ４ 月 １ 日
職 員 数 （ 人 ）

純 減 数
( 人 )

純 減 率
( ％ )

始 　 期 終 　 期
平 成 1 7 年 4 月 1 日 平 成 2 3 年 4 月 1 日

計 画 期 間
数 値 目 標

△ 2 人 （ △ 7 . 1 % )

１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

職員数 28 28 28

増減 0 0 ( 0 ％) △2

17年～22年 （参考）

数値目標

26

　　　　　区分

部門

－

計

水道事業

千 円 千 円 千 円 ％ ％

占 め る 職 員 給 与 費 比 率

61 4,215 3 95,08 9 95,60 1 15.6 12 .1

Ａ 　

区 分

H1 8

年 度

Ｂ 　 Ｂ ／ Ａ 　

（ 参 考 ）

実 質 収 支 職 員 給 与 費 比 率 平 成 17年 度 の 総 費 用 に

総 費 用 純 損 益 又 は 職 員 給 与 費 総 費 用 に 占 め る

区分 職員数

Ａ

H18 人 千円

年度 8 7,286

(参考 )都道府 県平 均

１ 人当た り給 与費

給 与 費 １人 当た り

期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与 費Ｂ /Ａ給　　料 職員手当

7,32336,920 6,061

千円 千円 千円千円 千円

15,601 58,582
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② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成19年４月１日現在）

※１ 平均月収額は、平成18年度決算額で期末・勤勉手当等を含む。

※２ 「－」としたものは、データがないことを示している。

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成19年４月１日現在）

※１ 栃木県の１人当たり平均支給額は、過去３年間に退職した職員に支給された平均額である。

※２ 栃木県（一般行政職）の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給さ

れた平均額である。

ウ 地域手当（平成19年４月１日現在）

※１ 平成18年４月に地域手当を新設した。支給対象地域等、内容は一般行政職の制度と同じである。

※２ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場

合の加重平均の支給率である。

※３ 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げること

としている。

区 　 分 平 均 年 齢

栃 木 県 4 5 . 0 0 歳

団 体 平 均 4 5 . 3 0 歳

事 業 者 － 　  歳 －       円

3 8 7 , 2 7 2  円 6 0 6 , 3 4 7  円

基 本 給 平 均 月 収 額

3 8 6 , 3 0 9  円 6 1 0 , 2 3 0  円

1 , 9 5 0 千 円 　 1 , 8 6 2 千 円 　

（ 平 成 1 8 年 度 支 給 割 合 ） （ 平 成 1 8年 度 支 給 割 合 ）

　 　 　 　 　 　期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

3 . 0 月 分 1 . 4 5 月 分 3 . 0 月 分 1 . 4 5 月 分

( 1 . 6 ) 月 分 ( 0 . 7 5 ) 月 分 ( 1 . 6 ) 月 分 ( 0 . 7 5 ) 月 分

（ 加 算 措 置 の 状 況 ） （ 加 算 措 置 の 状 況 ）

・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0 ％ ・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0 ％

・ 管 理 職 加 算 　 1 5～ 2 2 ％ ・ 管 理 職 加 算 　 1 5～ 2 5 ％

栃 木 県 栃 木 県 ( 一 般 行 政 職 )

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 1 8年 度 ） １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 1 8年 度 ）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50 月分 30.55 月分 勤続20年 23.50 月分 30.55 月分

勤続25年 33.50 月分 41.34 月分 勤続25年 33.50 月分 41.34 月分

勤続35年 47.50 月分 59.28 月分 勤続35年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

１人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　 １人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　

－ 千円 25,858 千円 735 千円 28,285 千円

栃木県 栃木県（一般行政職）

支 給 実 績 （ 平 成 18年 度 決 算 ） 千 円

  円

4 人 0.5 ％ 2. 0 ％ 6. 0 ％

4 人 0.5 ％ 0 ％ 0 ％

0.5 ％ 1. 0 ％

宇 都 宮 市 (旧 河 内 町 及 び 旧 上 河 内 町 を 除 く 。 ）

支 給 対 象 地 域
H 2 2 年 度 の 制

度 完 成 時

（ 国 ）

上 記 以 外 の 県 内 市 町 村

平 　 均 　 支 　 給 　 率

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 18年 度 決 算 ）

19 1

2 3 , 9 0 4

支 給 対 象 職 員 数 支 給 率
国 の 制 度

（ 支 給 率 ）
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エ 特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

オ 時間外勤務手当

カ その他の手当（平成19年４月１日現在）

④ 定員管理の数値目標及び進ちょく状況

ア 平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）栃木県行財政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

イ 定員管理の数値目標の年次別進ちょく状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

※１ 計画期間は、平成17年～平成22年の６年間である。

※２ （ ）内の数値は、数値目標に対する進ちょく率を示す。

※３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年

までの職員増減数の累計を示す。

千 円

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 1 8年 度 決 算 ）   円

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合 （ 平 成 18年 度 ） ％

手 当 の 種 類 （ 平 成 19年 度 手 当 数 ） 2

１ 日 2 8 0円

－

－

給 料 月 額 の 1 . 0％

（ 上 限  5 , 0 0 0円 )

給 料 月 額 の 5 . 0％

（ 上 限 14 , 0 0 0円 )

8 3 3

2 7 7 , 5 0 4

3 7 . 5

左 記 職 員 に 対 す る 支
給 単 価

危 険 手 当 本 庁 勤 務 の 職 員 坑 内 作 業 、 高 圧 接 近 作 業 等 　

支 給 実 績 （ 平 成 1 8年 度 決 算 ）

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務

出 先 機 関 の 管 理 職 の
技 術 職 員

出 先 機 関 の 上 記 以 外 の
技 術 職 員 及 び 書 記 以 外
の 技 術 員

施 設 管 理
業 務 手 当

1,886 千円

236 千円

1,476 千円

185 千円

支給実績（平成18年度決算）

　職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

支給実績（平成17年度決算）

　職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算）

手当名

　扶養手当

　住居手当

　通勤手当

1,266千円

1,615千円 230,691円

一般行政職
の制度との
異同

253,200円

270千円 54,000円

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
(平成18年度決算)

支給職員１人当た
り平均支給年額

(平成18年度決算)

一般行政職の制度参照 同じ なし

内容及び支給単価

8 8 0 0

平 成 1 7 年 ４ 月 １ 日
職 員 数 （ 人 ）

平 成 2 2 年 ４ 月 １ 日
職 員 数 （ 人 ）

純 減 数
( 人 )

純 減 率
( ％ )

始 　 期 終 　 期
平 成 1 7 年 4 月 1 日 平 成 2 3 年 4 月 1 日

計 画 期 間
数 値 目 標

± 0 人

１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

職員数 8 8 8

増減 0 0 ( 0 ％)

　　　　　区分

部門

－

計

工業用水
道事業 0

17年～22年 （参考）

数値目標

8
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(4) 用地造成事業

① 職員給与費の状況

ア 平成18年度決算

※１ 職員手当には、退職給与金を含まない。

※２ 職員数は、平成19年３月31日現在の人数である。

イ 特記事項 平成18年４月１日から平成20年３月31日までの間、給料の特別調整額（管理職手当）

を支給されている職員は、給料の特別調整額を10％減額している。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成19年４月１日現在）

※１ 平均月収額は、平成18年度決算額で期末・勤勉手当等を含む。

※２ 「－」としたものは、データがないことを示している。

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

千円 千円 千円 ％ ％

（参考）

実質収支 職員給与費比率 平成17年度の総費用に

総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

区分

H18
年度

Ｂ　 Ｂ／Ａ　 占める職員給与費比率

7,192,957 △ 2,339,781 102,897 1.4 5.4

Ａ　

区分 職員数

Ａ

H18 人 千円

年度 11 7,8317,86354,072 9,263 23,153 86,488

千円 千円 千円千円 千円

(参考)都道府県平均

１人当たり給与費

給 与 費 １人当たり

期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費Ｂ/Ａ給　　料 職員手当

区 　 分 平 均 年 齢

栃 木 県 46 . 6 4歳

団 体 平 均 46 . 2 0歳

事 業 者 － 　  歳 －       円

4 1 8 , 3 5 6  円 6 5 2 , 1 7 0  円

基 本 給 平 均 月 収 額

4 1 8 , 9 7 8  円 6 5 5 , 2 1 3  円

2 , 1 0 5 千 円 　 1 , 8 6 2 千 円 　

（ 平 成 1 8年 度 支 給 割 合 ） （ 平 成 1 8年 度 支 給 割 合 ）

　 　 　 　 　 　期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

3 . 0 月 分 1 . 4 5 月 分 3 . 0 月 分 1 . 4 5 月 分

( 1 . 6 ) 月 分 ( 0 . 7 5 ) 月 分 ( 1 . 6 ) 月 分 ( 0 . 7 5 ) 月 分

（ 加 算 措 置 の 状 況 ） （ 加 算 措 置 の 状 況 ）

・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0％ ・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0％

・ 管 理 職 加 算 　 1 5～ 2 2％ ・ 管 理 職 加 算 　 1 5～ 2 5％

栃 木 県 栃 木 県 (一 般 行 政 職 )

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 1 8年 度 ） １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 1 8年 度 ）
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イ 退職手当（平成19年４月１日現在）

※ 栃木県（一般行政職）の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給さ

れた平均額である。

ウ 地域手当（平成19年４月１日現在）

※１ 平成18年４月に地域手当を新設した。支給対象地域等、内容は一般行政職の制度と同じである。

※２ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場

合の加重平均の支給率である。

※３ 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げること

としている。

エ 特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

オ 時間外勤務手当

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50 月分 30.55 月分 勤続20年 23.50 月分 30.55 月分

勤続25年 33.50 月分 41.34 月分 勤続25年 33.50 月分 41.34 月分

勤続35年 47.50 月分 59.28 月分 勤続35年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

１人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　 １人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　

－ 千円 － 千円 735 千円 28,285 千円

栃木県 栃木県（一般行政職）

支給実績（平成18年度決算） 千円

  円

11 人 0.5 ％ 2.0 ％ 6.0 ％

0.5 ％ 2.0 ％平　均　支　給　率

宇都宮市（旧河内町及び旧上河内町を除く。）

支給対象地域 支給対象職員数

支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

290

26,400

国の制度

（支給率）
支給率

H22年度の制

度完成時
（国）

千 円

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 1 8年 度 決 算 ）   円

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合 （ 平 成 1 8年 度 ） ％

手 当 の 種 類 （ 平 成 1 9年 度 手 当 数 ） 2

１ 日 2 8 0円

正 規 の 勤 務 時 間 内

1

5 5 0

1 8 . 2

左 記 職 員 に 対 す る 支

給 単 価

用 地 取 得 の た め の 交 渉 業 務
１ 日 5 5 0円

正 規 の 勤 務 時 間 外

１ 日 7 7 0円

支 給 実 績 （ 平 成 1 8年 度 決 算 ）

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務

危 険 手 当 本 庁 勤 務 の 職 員 坑 内 作 業 、 高 圧 接 近 作 業 等 　

用 地 交 渉

手 当
全 職 員

2,389 千円

299 千円

2,185 千円

273 千円

支給実績（平成18年度決算）

　職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

支給実績（平成17年度決算）

　職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算）



- -28

カ その他の手当（平成19年４月１日現在）

④ 定員管理の数値目標及び進ちょく状況

ア 平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）栃木県行財政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

イ 定員管理の数値目標の年次別進ちょく状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

※１ 計画期間は、平成17年～平成22年の６年間である。

※２ （ ）内の数値は、数値目標に対する進ちょく率を示す。

※３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年

までの職員増減数の累計を示す。

(5) 施設管理事業

① 職員給与費の状況

ア 決算

※１ 職員手当には、退職給与金を含まない。

※２ 職員数は、平成19年３月31日現在の人数である。

イ 特記事項 平成18年４月１日から平成20年３月31日までの間、給料の特別調整額（管理職手当）

を支給されている職員は、給料の特別調整額を10％減額している。

手当名

　管理職手当

　扶養手当

　住居手当

　通勤手当 2,015千円 201,511円

一般行政職
の制度との
異同

内容及び支給単価

一般行政職の制度参照 同じ なし
1,440千円 205,714円

810千円 81,000円

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
(平成18年度決算)

支給職員１人当た
り平均支給年額

(平成18年度決算)

772,276円2,317千円

1 1 8 △ 3 △ 2 7 . 3

平 成 1 7 年 ４ 月 １ 日
職 員 数 （ 人 ）

平 成 2 2 年 ４ 月 １ 日
職 員 数 （ 人 ）

純 減 数
( 人 )

純 減 率
( ％ )

始 　 期 終 　 期
平 成 1 7 年 4 月 1 日 平 成 2 3 年 4 月 1 日

計 画 期 間
数 値 目 標

△ 3 人 （ △ 2 7 . 3 % )

１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

職員数 11 11 11

増減 0 0 ( 0 ％)

　　　　　区分
部門

－

計

用地造成
事業 △3

17年～22年 （参考）

数値目標

8

千 円 千 円 千 円 ％ ％

（ 参 考 ）

実 質 収 支 職 員 給 与 費 比 率 平 成 17年 度 の 総 費 用 に

総 費 用 純 損 益 又 は 職 員 給 与 費 総 費 用 に 占 め る

区 分

H18

年 度

Ｂ 　 Ｂ ／ Ａ 　 占 め る 職 員 給 与 費 比 率

64 5,800 84,44 2 179 ,894 27.9 29. 5

Ａ 　

区分 職員数

Ａ

H18 人 千円

年度 15 7,8587,93772,470 14,314 32,272 119,056

千円 千円 千円千円 千円

(参考)都道府県平均

１人当たり給与費

給 与 費 １人当たり

期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費Ｂ/Ａ給　　料 職員手当
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② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成19年４月１日現在）

※１ 平均月収額は、平成18年度決算額で期末・勤勉手当等を含む。

※２ 「－」としたものは、データがないことを示している。

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成19年４月１日現在）

※１ 栃木県の１人当たり平均支給額は、過去３年間に退職した職員に支給された平均額である。

※２ 栃木県（一般行政職）の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給さ

れた平均額である。

ウ 地域手当（平成19年４月１日現在）

※１ 平成18年４月に地域手当を新設した。支給対象地域等、内容は一般行政職の制度と同じである。

※２ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場

合の加重平均の支給率である。

※３ 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げること

としている。

区 　 分 平 均 年 齢

栃 木 県 4 5 . 6 0 歳

団 体 平 均 4 2 . 9 0 歳

事 業 者 － 　  歳 －       円

4 1 6 , 2 4 1  円 6 5 4 , 8 5 6  円

基 本 給 平 均 月 収 額

4 1 3 , 3 6 4  円 6 6 1 , 4 2 2  円

2 , 1 5 1 千 円 　 1 , 8 6 2 千 円 　

（ 平 成 1 8 年 度 支 給 割 合 ） （ 平 成 1 8 年 度 支 給 割 合 ）

　 　 　 　 　 　期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

3 . 0 月 分 1 . 4 5 月 分 3 . 0 月 分 1 . 4 5 月 分

( 1 . 6 ) 月 分 ( 0 . 7 5 ) 月 分 ( 1 . 6 ) 月 分 ( 0 . 7 5 ) 月 分

（ 加 算 措 置 の 状 況 ） （ 加 算 措 置 の 状 況 ）

・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0％ ・ 役 職 加 算 　 5～ 2 0 ％

・ 管 理 職 加 算 　 1 5 ～ 2 2 ％ ・ 管 理 職 加 算 　 1 5 ～ 2 5％

栃 木 県 栃 木 県 (一 般 行 政 職 )

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 1 8 年 度 ） １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ 平 成 1 8年 度 ）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50 月分 30.55 月分 勤続20年 23.50 月分 30.55 月分

勤続25年 33.50 月分 41.34 月分 勤続25年 33.50 月分 41.34 月分

勤続35年 47.50 月分 59.28 月分 勤続35年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

１人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　 １人当たり平均支給額（平成18年度）　　　　

6,388 千円 32,566 千円 735 千円 28,285 千円

栃木県 栃木県（一般行政職）

支給実績（平成18年度決算） 千円

  円

15 人 0.5 ％ 2.0 ％ 6.0 ％

0.5 ％ 2.0 ％

398

26,567

H22年度の制

度完成時

（国）

平　均　支　給　率

宇都宮市（旧河内町及び旧上河内町を除く。）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

支給対象地域 支給対象職員数 支給率
国の制度

（支給率）
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エ 特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

オ 時間外勤務手当

カ その他の手当（平成19年４月１日現在）

④ 定員管理の数値目標及び進ちょく状況

ア 平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）栃木県行財政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

イ 定員管理の数値目標の年次別進ちょく状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

※１ 計画期間は、平成17年～平成22年の６年間である。

※２ （ ）内の数値は、数値目標に対する進ちょく率を示す。

※３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年

までの職員増減数の累計を示す。

千 円

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 1 8 年 度 決 算 ）   円

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合 （ 平 成 1 8年 度 ） 　 ％

手 当 の 種 類 （ 平 成 1 9年 度 手 当 数 ） 1

１ 日 2 8 0 円

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務
左 記 職 員 に 対 す
る 支 給 単 価

危 険 手 当 本 庁 勤 務 の 職 員 坑 内 作 業 、 高 圧 接 近 作 業 等 　

支 給 実 績 （ 平 成 1 8年 度 決 算 ） 0

0 . 0

0

4,414 千 円

401 千 円

3,553 千 円

254 千 円

支 給実 績 （ 平 成 18年度 決算 ）

　 職員 １人 当 たり 平均 支給 年額 （平 成 18年 度決 算 ）

支 給実 績 （ 平 成 17年度 決算 ）

　 職員 １人 当 たり 平均 支給 年額 （平 成 17年 度決 算 ）

手当名

　管理職手当

　扶養手当

　住居手当

　通勤手当 1,830千円 121,997円

882千円 80,194円

819,927円

2,690千円 192,107円

一般行政職
の制度と異

なる内容

支給実績

(平成18年度決算)

支給職員１人当た
り平均支給年額

(平成18年度決算)

4,100千円

内容及び支給単価

一般行政職の制度参照 同じ なし

一般行政職
の制度との

異同

1 1 8 △ 3 △ 2 7 . 3

平 成 1 7 年 ４ 月 １ 日
職 員 数 （ 人 ）

平 成 2 2 年 ４ 月 １ 日
職 員 数 （ 人 ）

純 減 数
( 人 )

純 減 率
( ％ )

始 　 期 終 　 期
平 成 1 7 年 4 月 1 日 平 成 2 3 年 4 月 1 日

計 画 期 間
数 値 目 標

△ 3 人 （ △ 1 6 . 7 % )

１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

職員数 18 15 15

増減 △3 △3 △3(10 0％)

　　　　　区分

部門

－

計

施設管理
事業 △3

17年～22年 （参考）

数値目標

15


